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○平成28年12月9日に開催された、第10回新エネ
ルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキング
グループにおいて、平成27年9月に発生した、与
那国風力発電所における事故を踏まえた、発電
用風力設備の工事計画審査の見直しについて、
了承され、運用されてきたところ。

○運用開始から１年半が経過し、事業者からの
質問や運用の結果、判明した問題点などを踏ま
え、今まで不明確だった箇所を明確化する見直し
案を作成した。

○第三者認証を活用する審査について、明確に
しているが、これに依らない方法を否定するもの
ではない事に留意。（その場合、審査に必要な全
ての設計資料及びデータ等は、事業者の責任で
取得・提出する必要がある。）

○平成30年8月28日の第13回新エネルギー発電
設備事故対応・構造強度ワーキンググループに
おいて、お示しした内容をより明確にするための
再度改訂の案を作成した。前案で不明瞭であっ
た箇所のさらなる明確化を測っている。

見直しの趣旨








